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別紙 12 日本企業及び日本人をサポートする機関・団体からのヒアリング・アンケート

１ 在ミャンマー大使館（経済・協力班）へのヒアリング（2016 年度）

在ミャンマー大使館（経済・協力班）に対して、ミャンマーにて実施している無

料法律相談について、書面による実態調査（書面での回答は別紙 11 のとおり）及び

対面でのヒアリング調査を実施した（2016 年度調査）。ヒアリング調査時に聴取し

た事項は、以下のとおりである。

無料法律相談について(1)

ア 無料法律相談の概要

大使館での無料法律相談は、ミャンマーに限らず、各国で実施している

プロジェクトである。

イ 対象者

無料法律相談は、基本的に中小企業を対象に実施している。対象となる

中小企業については、法律上の定義を利用し（資本金等を要件とする）、該

当する企業のみを相談の対象者としている。ただし、該当性を厳密に調査

し、相談を拒否するような運用は、現時点では行っていない。

ウ 相談内容

ミャンマー進出を希望する企業からの、進出に関わる種々の相談が主で

ある。ミャンマー現地で相談を実施しているものの、出張ベースでミャン

マーに視察に訪れ、その過程で無料法律相談を利用するケースが比較的多く

見られる。現時点では、ミャンマー国外での広報はしていないものの、何ら

かのルートにより大使館の無料法律相談の存在を知り、相談に応募してくる

のではないかと思われる。

エ 現状での利用頻度

無料法律相談の実施開始から 1 ヶ月に 1 件程度の相談を受けていたが、

（ヒアリング調査実施）前月には 1 ヶ月で 3 件ほどの相談を受けた。
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オ 今後の展望

先日、2 年度目の契約更新を完了しており、今後も外務省・大使館として

予算が出る限りは継続したいと考えている。定期的に無料法律相談の広告を

出して、告知を行っていくつもりであるが、基本的には無理のない範囲で実

施していきたいと考えており、沢山の相談数を確保することが重要とは考え

ていない。

JETRO においても類似のサービスを提供していると理解しており、今後

は、JETRO の相談とお互いに上手く役割分担できるようにしたいと考えて

いる。JETRO の相談については、まさに進出最初期段階での情報提供を主

とし、大使館の無料法律相談は、もう少し進出の検討が進んだ段階での相談

を主とするような形になれば、両者で上手く役割分担ができるのではないか

と考えている。

外国人弁護士規制について(2)

正確に知っているわけではないが、オーストラリア弁護士が、ミャンマー国

内のとある紛争関連案件において、依頼者の代理人として内容証明（に相当する

通知）を送付したことがあり、ミャンマー弁護士がこうした動きを問題視するこ

とがあったと聞いている。外国弁護士に対する規制の動きについては、この一件

により盛り上がったと聞いている。

もっとも、具体的な外国弁護士に対する規制について、現在どこまで具体化

しているかどうかは把握していない。

日本人弁護士に期待すること(3)

守秘義務に抵触しない範囲で、これまでの問題事例を共有・公開することが

できれば、他の企業等に役立つと考える。また、弁護士サイドにおいても、直面

している難しい問題等を併せて共有して欲しい。もしより大きな力を動かさない

と案件が進行しないと思った時は、大使館を頼ってもらっても良い。これまで、

大臣クラスに話を持っていき、案件を進める助力をしたことがある。

また、法律事務所は、可能な限り一致団結して対応していただきたい。

その他、政府関係者とのコネクションはより強固にし、日本の法律や法律家

に対する親近感を持ってもらえるようできる限りの努力をしてほしい。
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２ 在ミャンマー大使館（領事部）へのヒアリング（2016 年度調査）

在ミャンマー大使館（領事部）には、主に在留邦人の問題等を調査するため対面

でのヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査時に聴取した事項は、以下のとおり

である。

邦人支援体制(1)

大使館では、安全の手引きを 1 年に 1 回発行し、大使館のウェブサイトでダ

ウンロードできるようにしている 1。内容としては、治安・防犯、医療・健康、

緊急時の対応に大きく分けることができる。

その他、何かあればいつでも大使館で相談にのる体制はある。

邦人の直面する問題(2)

犯罪被害等については、先の安全の手引きに複数の事例が載せられている。

それとは別に、例えば次のような問題がある。

ア 事例１：地下銀行／地下送金

ミャンマーは、（2016 年 10 月までは）経済制裁対象国であったため、銀

行送金、特に US ドルでの海外送金が難しいことが多かった。そこで、地下

銀行の利用が横行していたが、この地下銀行を利用しての詐欺が時々見られ

ていた。送金先として地下銀行を指定させ、送金資金とともにそのまま消え

てしまう、というパターンである。

騙される企業の多くはミャンマーに進出したことがないか、あるいはほ

とんどミャンマーでのビジネスに経験がないような企業であり、進出済み企

業が騙されるという話はあまり聞かない。

イ 事例２：困窮邦人

ミャンマーでは、タイやフィリピン等と違って、困窮邦人の話はあまり

聞かない。

ただし、過去に 1 名、困窮邦人ではないかと思われるような在留邦人が

いたことがある。大使館として当該在留邦人の帰国を手助けしようと、航空

                                                       
1 http://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/honbun.pdf
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券も手配したが、予定されていたフライト日の直前にどこかに消えてしまっ

た。年金受給の手続きもして、大使館にさえ来れば受領できるようにしたの

だが、それも受け取りに来なかった。日本に帰国する事ができない事情があ

るのではないかと推測され、年金についても、そうした事情と関連して、警

戒して受け取りに来ないのではないかと推測する。

ウ 事例３：日本人による詐欺

数年前、ある在留邦人による日本人に対する詐欺が大きな問題になった

ことがある。ヤンゴンでも有数のオフィスビルに事務所を構え、投資詐欺を

行っていたらしい。騙されるのは、初めてミャンマーに来たような日本人ば

かりであったと聞いており、実際にミャンマーで活動している在留邦人が騙

されたような話はほとんど聞いていない。

エ 事例４：交通事故

ヤンゴンは交通事情が悪く、交通事故の問題を耳にすることが最も多い

と感じる。

交通事故にあった際に警察を呼んだ場合、その根拠は明確には分からな

いが、事件処理のために一定の費用支払いが必要と言われている。費用支払

いを避けるため、ミャンマー人は警察を呼ぶことを嫌がることがあるが、警

察はきちんと呼んで対応するべきと考える。

警察を呼んだ場合、過失があるとされる人間は、警察に拘束されること

になるが、被害者との示談が成立すれば身柄は解放される。そのような背景

の下、日本人とミャンマー人が事故を起こしてミャンマー人が身柄拘束され

た場合、身柄拘束されたミャンマー人の一族が集まって、被害を受けた日本

人を取り囲んで、示談書にサインを強要するというケースを何度も耳にして

いる。加害者との示談交渉に当たっては、警察の面前や、大きなホテルのロ

ビー等、衆人環視の状況で実施するべきで、加害者の家や、小さなホテルで

示談交渉するようなことは避けるべきである。また、信頼できる通訳を付け

ることも有効である。

オ 事例５：通訳による詐欺

先ほど、通訳の重要性を説明したが、詐欺事件で間に入っているのは、

通訳であることがよく見受けられる。間に入って双方から金を貰ってうまく

立ち回るということがあるとも聞いている。日本語を話す人を安易に信頼す
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ることは危険であり、適切なルート等を通じて信頼できる通訳を探しておく

べきである。

カ 事例６：裁判について

裁判になると出頭を確保するため、出国停止処分になる。日本人が、数

年間もミャンマーを出国できなくなることを受け入れることは困難であり、

相手方との示談が事実上強制される雰囲気となる。

また、外国人に対し公平な裁判を期待できる状況にはないと思われる。

大使館として、迅速かつ公正にやってほしいとお願いすることはあるが、裁

判の内容にまで踏み込んで圧力をかけるような事は難しい。また、賄賂は横

行している模様である。

その他、証拠を少しずつ提出することで、手続きを遅延させる引き伸ば

しもあると聞く。また、裁判手続きに通訳が来ない結果、当日の裁判手続き

を延期させることもよくある模様である。

キ 事例７：宗教への不敬

宗教に対する不敬は気を付ける必要がある。

ミャンマーでは、宗教に関わるものに対する不敬は犯罪とされる。

例えば、ニュージーランド人が、ブッダにヘッドフォンをかけてウェブ

サイトに掲載したところ、不敬であるとして懲役 3 年の有罪になったという

事例がある。また、ミャンマーでは、路上等も含めて大きな音量で仏教の説

法が流されていることがよくある。ある外国人が、当該説法がうるさいため

スピーカーの電源を抜いたところ、懲役 3 ヶ月の有罪になったという事例も

ある。

ク 事例８：女性に対する犯罪

ミャンマーでは女性に対する暴力や不敬は、特別な犯罪を構成するとさ

れており、処罰も厳しい。大使館でも、ある日本人男性が、大使館の待機列

で待っているミャンマー人女性に触れたとされ、割込みだと騒ぎ立てられ、

騒動になったことがある。日本人は納得できない様子であったが、領事が直

接その場に行き、その女性に謝罪するよう強く説得したことがある。
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ケ 事例９：国籍について

ミャンマーでは国籍の取得が極めて厳しく制限されており、日本人と

ミャンマー人のハーフであっても、ミャンマー国籍を取得する事ができず、

日本国籍しか取得できない。ミャンマーで生まれ育ち、本人のアイデンティ

ティがミャンマー人に親近感を持っている場合もあり、そのような場合に

ミャンマー国籍を取得できないのはかわいそうにも思う。

コ 事例１０：タクシーとのトラブルについて

最近、タクシードライバーとのトラブルをよく聞く。特に、夜、酒を飲ん

でタクシーの運転手に対して横柄な態度を取り、結果としてトラブルになる

ということがある。

また、夜間のタクシーに乗車したところ、ドライバーに強姦されそうに

なったり、またトランクルームに仲間が潜んでいて強盗されるという事件を

耳にしたこともあるため、夜間のタクシーには十分に気を付ける必要があ

る。Oway というタクシー会社の配車アプリがあるため、そうしたアプリを

活用するのも手である。

サ 事例１１：国際結婚

ミャンマーでは、結婚・離婚に公的な手続きは存在せず、宗教的な権威

者による署名によって成り立っている。

現在、仏教徒は裁判所がサインをしてくれるため日本人との結婚は可能

だが、イスラム教徒、キリスト教徒についてはサインを拒否する実務慣行と

聞いている。したがって、日本で婚姻届けを出すといった手続きが必要に

なってくる。

シ 事例１２：薬物問題

ヤンゴンを含め、ミャンマーでは粗悪な薬物を安価な値段で手に入れる

ことができる。日本人含め、そうした違法薬物に手を染める外国人もいると

聞く。

日本人弁護士への期待(3)

通常、大使館ではトラブルに対応できる弁護士リストを用意しているが、



-7-

ミャンマーでは個人への支援体制が整っていないと思われ、そのような弁護士リ

ストを作成できていない。もし無料法律相談が実施できるのであれば、ミャン

マーの在留邦人にとって有益と考える。
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３ ヤンゴン日本人会へのヒアリング（2016 年度調査）

2016 年度における在留邦人を対象としたアンケートでは、十分な回答を得ること

ができなかったため、隠れた問題を調査する事を目的として、ヤンゴン日本人会役員

会の場に同席し、役員から意見を得る旨のヒアリング調査を行った。調査によって得

た回答の概要は、以下のとおりである。

在留邦人個人についての問題(1)

ア 交通事故

交通事故に関する問題は、頻繁に生じている。口頭で交渉を行い、その

場で処理をするのがほとんどのケースである。人に当てて怪我がない場合に

3 万チャット、骨が折れた場合に 20 万チャット支払ったとの事例に接した

ことがある。

加害者となると、難しい対応を迫られる局面もある模様である。例え

ば、24 時間以内に裁判するか、その場で示談するかしないとダメだ、等と

脅され、無理やり書面を書かされることがある模様である。また、外国人と

分かると周囲のミャンマー人が周りを取り囲んで、口々にまくし立てられる

ことがあると聞いたことがある。

イ 賃貸借契約トラブル

不動産賃貸借契約を締結し、不動産を利用している途中において、賃貸

人等から嫌がらせを受け、その結果退去を余儀なくされるという事例を耳に

したことがある。

ウ 結婚の難しさ

日本人を含む外国人とミャンマー人間の結婚に対し、ミャンマー政府は消

極的立場を採用している模様である。

ミャンマーでは、結婚について、宗教毎に異なるルールが適用される。外

国人との結婚を認めるかどうかについても、宗教毎の判断による。ミャン

マーは、仏教徒が過半数を占める国ではあるが、キリスト教徒やイスラム教

徒も相当数存在している。現在、日本人との結婚について、宗教によって、

国内での結婚の可・不可が分かれており、仏教徒は婚姻の成立が可能だが、

キリスト教徒やイスラム教徒では結婚契約書への承認のサインを得られない
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と聞く（いずれの信者であれば結婚が可能であるのか、出席者間で不一致が

見られた。もっとも、宗教により結婚が難しいというのは事実と思われ

る）。

エ その他親族関係

その他、日本で既に結婚している日本人が、ミャンマーで愛人を作った

結果、その愛人から金銭的補償を求められるというケースがあると聞く。

ミャンマーの国内法により、かような補償請求権が定められているらしい。

オ 教育

外国人が、公立学校に行くことが難しい状況にあると聞く。外国人にも

門戸を広げたが、実際には前例がない状況という話も聞いたことがある（門

戸が「一応」解放されているのか、そうでないのかという点において、出席

者間で意見が不一致であった。しかし、外国人が公立学校に行くことが難し

いという点では一致していた）。

日本人弁護士のニーズについて(2)

（ある役員の強い意見）悪気がなくても、日本人個人が加害者になる事件は

いつでも起き得る。現在進出している法律事務所のほとんどは、企業法務を専門

にしており、そのような事件を担当できる日本人弁護士がほぼいない。日本人弁

護士が、個人も対応できる体制を整えてもらえると、非常に心強い。

日本人弁護士の活用について(3)

（当職より、日本人弁護士活用のため、何か日本人会において支援ができる

体制にあるかを質問。例えば、無料法律相談会を実施することが考えられる等と

説明）

日本人会として、責任を持つことが難しいため、実施の方法は十分に検討す

る必要がある。ただし、日本人弁護士として個人をサポートする必要性は認識し

ており、何らかの形でサポートしたいという思いはある。
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４ ネピドー日本人会へのヒアリング

ミャンマーでは、軍事政権時代に、首都がヤンゴンからネピドー（Nay Pyi Taw）

に遷都された。ネピドーは政治のために作られた人工都市であり、経済活動はあまり

行われていない。しかし、近年、ネピドーにおいても日本人会ができ、活動している

との情報を得たため、日本人会へのヒアリングを依頼し、実施した。

その概要は、以下のとおりである。

ネピドー日本人会では、現在 58 名が所属している。1 名が事業会社に所属してい

る者で、残りは商社関係者か、JICA あるいは JICA のコンサルタント等である。

ネピドーでは、ほとんど自動車が走っていないこともあって、普通に生活してい

る限り、交通事故はほぼ起きない。

まともな医療を受けられる機関が皆無であることが、大きな問題である。ヤンゴ

ンの場合、レベルは低いものの、それなりの医療を受けられる病院はある。一方、ネ

ピドーでは、そうした病院は一切ない。一応病院はあるが、熱が出れば風邪薬、腹痛

があれば胃腸薬というレベルのものしかなく、まともな医療を受けることはできな

い。

その他、娯楽がほとんどないことも生活を難しくしている。娯楽が少ないと言わ

れるミャンマーだが、ヤンゴンであれば、多少の娯楽はある。ネピドーにはゴルフ場

程度しかなく、その他娯楽と言えるものは一切ない。
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５ DICA ジャパンデスクへのヒアリング

前述のとおり、ミャンマーでは、現地法人及び支店の設置いずれにおいても、登

記を経る必要がある。また、外国法人の場合、営業許可も取得しなければならない。

かような登記及び営業許可は、投資・企業管理局（DICA）が直接の所轄官庁とな

る。

DICA には、JICA 及び JETRO からそれぞれ 1 名ずつ専門家が派遣され、ジャパン

デスクが設けられている。そこで、A 氏（JETRO 派遣 Advisor）及び B 氏（JICA 派

遣 Advisor）に対してヒアリングを行った。ヒアリングにおいて、聴取した事項は次

のとおりである。

ジャパンデスクについて(1)

ア ジャパンデスクができた経緯

ミャンマーでは、2011 年に軍事政権から民政移管がなされ、諸外国から

の投資が急増した。中でも、特に日本からの投資が大きく増えた。しかしな

がら、日本の場合、言葉の壁等があり、対応に困難を感じていることもあっ

た。そのような中で、DICA 職員が、ヤンゴン国際空港で大使館参事官と話

をする機会があり、ジャパンデスク設置の口頭での依頼がなされ、その後正

式に政府間での依頼がなされた。その結果、2014 年 3 月に、JICA から 1

名、JETRO から 1 名、合わせて 2 名が派遣されるに至った。

イ JETRO 派遣 A 氏の略歴

公認会計士資格保有者である。2011 年まで、国内大手監査法人に所属し

て監査業務を行っていた。その後、大手会計事務所バンコク事務所に移籍

し、主に日系企業の監査を担当、2012 年には、同法人のミャンマー事務所

を再開させた。その後、JETRO に出向して、JETRO にて業務を行っていた

が、2014 年 3 月のジャパンデスク設置に伴い、ジャパンデスクへの派遣要

員として指名された。そこで、JETRO と契約を締結した上で、ジャパンデ

スクに出向することとなった。現在の契約は、2018 年 3 月まで残ってお

り、少なくともそこまではジャパンデスクとして勤務し続ける予定である。

ウ JICA 派遣 B 氏の略歴

JICA の専門家スタッフであり、投資産業に関する分野で活躍し、OECD
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案件等に携わってきた。これまでインドネシアに長期滞在していたほか、ア

ジア・アフリカ地域で活躍してきた。2014 年 3 月のジャパンデスク設置に

伴い、ジャパンデスクに出向することとなった。現在の契約は、2017 年 3

月まで残っており、少なくともそこまではジャパンデスクとして勤務し続け

る予定である。

エ 日常業務

ジャパンデスクとしての中心的業務は、日本企業に対するアドバイスで

ある。進出検討時、進出時、進出後、いずれにおいても相談を受けるが、そ

の多くは、進出検討時及び進出時の相談である。

出向元である JETRO や JICA の業務も行っており、オブザーバーとして

DICA の審査業務等に関与することもある。

オ 相談方法

日本企業から、ジャパンデスクに直接連絡してくるのが、一般的な相談

方法である。現在、ミャンマージャポンに記事を連載しており、記事を見て

相談に来ることもある。

その他、出向元である JETRO や JICA から紹介を受けることもあり、ま

た、かつての勤務先である大手会計事務所から紹介を受けることもある。ユ

ニークな例としては、DICA 内部において、日本人が窓口に来ているから面

倒を見てくれ、と声をかけられることもある。

カ 相談業務以外の業務

相談業務以外の業務としては、制度構築についてのサポート、イベント

の企画等が挙げられる。

制度構築としては、例えば法律整備や下位法令整備等が挙げられる。ま

た、イベントの企画としては、例えば、2015 年秋に実施したマンダレー投

資フェア 2が挙げられる。イベント企画に当たっては、日本企業だけを対象

とすることはできないので、日本企業をメインターゲットにしつつも、各国

からの参加も積極的に受け入れている。

                                                       
2 ミャンマー国ティラワ SEZ 管理委員会 能力向上支援プロジェクト JICA 専門家
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キ 外部専門家の紹介

JETRO は、ミャンマービジネスに関する専門家リストを作成している。

そのリストには、弁護士や会計士、コンサルタント等様々な専門家が記載さ

れている。相談相手から専門家を紹介して欲しいという話があれば、このリ

ストを渡して紹介している。もっとも、不公平が生じないよう、具体的な相

談先を指定して案内することはなく、リストの中から自己責任で判断しても

らっている。

JICA では、政府機関にネットワークがある。政府機関や政府関係者への

ネットワークの活用が必要であれば、JICA のネットワークで人を紹介する

ことがある。民間の専門家を直接に紹介するということはない。

ク 1 ヶ月の相談数

JETRO 派遣 A 氏の場合、リピーターを含めると 1 ヶ月で 70 から 80 件ほ

どの相談がある。

ケ 相談内容

MIC や会社設立等の手続関係の相談が多い。新政権になってどんな状況

であるか、といった一般的情報収集に関する質問を受けることもある。

その他、税務、資金繰り等の金融関係の相談も時々ある。

労務関係の相談はあまりない。かつてはあったのだが、弁護士の数が増

えたせいか、最近はほとんどなくなった。

紛争に関する相談を受けることもある。例えば、ミャンマーのローカル

パートナーに出資をしたが、よく調べてみると出資がされていないというよ

うなものや、持ち逃げされてしまったというようなものである。ジャパンデ

スクが、トラブル案件へのアドバイスをすることはできないので、具体的な

解決策を提示することはできない。

日本法弁護士に望むこと(2)

日本法弁護士が、法律の起草にもっと積極的に関与できると良い。

日本法弁護士は、法律起草のアドバイザーとして関与することはあるもの

の、中核的メンバーにはなっていないように思う。日本法弁護士は、そのような

中核的メンバーになって欲しい。

現在の法律起草は、ミャンマーの実情を十分に理解しないまま、外国法をそ
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のまま輸入しようとする例が散見される。一方、日本法弁護士は、ミャンマーで

活躍している弁護士が何名もおり、実際のミャンマーの状況を良く見知っている

と思う。そうしたミャンマーをよく知る日本法弁護士に、ミャンマーにあった法

律起草を行ってもらいたい。

どうすれば関与できるかだが、日本法弁護士が、国際弁護士グループの中心

メンバーとなる、というのは一案ではないだろうか。法律起草に際し、日本法弁

護士だけをターゲットとして法律起草の援助を依頼することは、難しいと思う。

しかし、国際弁護士を束ねる組織があれば、そうした組織に法律起草支援を依頼

できるかもしれない。その中心に日本法弁護士がいれば、結果として日本法弁護

士が大きな発言力を持って起草作業が進められる。

法的安定性(3)

かなり不安定である。予測可能性が非常に低く、これまで常識だと思ってい

たことが、突然覆されることがある。そのギャップも大きい。

在外公館について(4)

ア 横の連携

JICA や JETRO、大使館等と横のつながりがある。主に、日本ミャンマー

共同イニシアティブで、日本側及びミャンマー側の官民挙げて協力体制が敷

かれている。

イ 大使館実施の無料法律相談

具体的な連携があるわけではないが、必要なら案内は行う。大使館及び

JICA のいずれも外務省下の組織であり、特に横のつながりがある。無料法

律相談の実施検討時期に、「無料法律相談を立ち上げたいが、どのような内

容でやったら良いか」という相談を受けたことがある。

なお、JETRO でも法律事務所とリテーナー契約を締結し、中小企業を中

心に、法律相談の案内を行っているようである 3。

                                                       
3 後記７参照。
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汚職について(5)

それほど多くはないが、時々聞くことがある。DICA 内部でも、書類申請を受

領してもらえず、暗に金銭を要求された、というクレームを受けたことがある。

ただし、こうした汚職の被害を受けやすいのは、主に小規模な企業だと思う。

その他(6)

現在、改正作業が進められている会社法については、2016 年内に成立と言わ

れている 4。ただし、政権交代に伴い、新政権による全体的な見直しの流れが進

んでいる。会社法についても、改めて見直しする流れが生じないとは言い切れな

い。

                                                       
4 その後、2017 年 12 月に成立した。
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６ ティラワ経済特区管理委員会所属 JICA 専門家へのヒアリング

既述のとおり、ミャンマーには 3 箇所の経済特区があり、外国投資家は、経済特

区の特別な投資許可を得ることができる。現在は、ティラワ経済特区のみが開業して

いる。ティラワ経済特区には、JICA から日本人専門家 5が派遣されていることから、

同専門家 C 氏に対するヒアリングを実施した。

ティラワ経済特区管理委員会について(1)

ア C 氏の略歴

アジア地域の経済特区を専門とするコンサルタントとして活動してき

た。カンボジアにおける円借款での経済特区プロジェクトでは、事前調査の

時点から経済特区立ち上げに関与した。また、ラオスでも経済特区に関与し

た。主に、経済特区の制度設計や法律整備を専門としている。

なお、カンボジアでの経済特区立ち上げに当たっては、日本の大手法律

事務所から、意見を貰う等、協力してもらったこともある。

イ C 氏ティラワ経済特区への派遣にいたる経緯

2011 年の民政移管後、テイン・セイン元大統領を中心とした政権与党

が、外資誘致のために、経済特区に重点を置く旨の方針を打ち出した。

そこで、曖昧な規定に終始している旧経済特区法を、国際的に通用する

ような経済特区法へと改正したいという動きが高まった。日本は、有力な投

資元国として期待されており、日本人でかつ経済特区を専門としてきた C

氏が自然と指名されるに至った。ミャンマー政府の指名を受け、C 氏はミャ

ンマー政府と直接契約を締結し、経済特区設置に当たってのアドバイザーに

就任した。

その後、経済特区についての政府関係者へのプレゼンテーション、経済

特区法のドラフト作成等を行い、JICA 所属のアドバイザーという形に切り

替わった。その後も経済特区法施行規則のドラフトや通知（Notification）、

指導（ Instruction）といった下位法令の作成にも携わっている。法令起草だ

けでなく、投資許可交付に関する審査業務にも携わっている。また、投資申

請を検討する企業や、進出済み企業等から、相談を受けることもある。

                                                       
5 ミャンマー国ティラワ SEZ 管理委員会 能力向上支援プロジェクト JICA 専門家（輸出入・税

関・物流／投資審査・モニタリング担当）
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ウ ワンストップサービスセンター（OSSC）について

ティラワ経済特区管理委員会には、ワンストップサービスセンターが設

けられている。これは、12 省庁の一部機能をこの OSSC に集約させ、許認

可関係の手続きを集約し、結果として経済特区外で必要とされる手続きをで

きるだけ簡素化しようというものである。

エ 日本企業からの相談

日本企業からは、ティラワ経済特区に関係する様々な質問が大量に寄せ

られる。本当に雑駁なことから大量の質問が寄せられるため、日々の業務に

支障を来すほどである。もう少し、整理してから質問するようにして貰える

と有難いと思っている。

なお、日々の業務として、日本企業だけを担当している訳ではない。他

の国の企業の投資審査等も全て幅広く見てアドバイスを行っている。

日本企業から相談を受けた際、弁護士が必要な案件であれば、弁護士へ

の相談を進めている。不公平な取扱いはするべきではないので、個別具体的

に紹介するようなことは基本的にはしない。

オ ティラワ経済特区自身による弁護士の利用

アドバイザーとして、当地に駐在している弁護士を起用することが多

い。

ティラワ経済特区では、経済特区法にあるとおり、管理委員会が幅広い

権限・裁量を持って活動している。ティラワ経済特区では、ティラワ経済特

区管理委員会から、様々な指導（ Instruction）や通達（Notice/Notification）

を公布している。そうした指導や通達をドラフトするのも私の仕事である

が、ドラフトの際に彼ら（日本法弁護士）の意見を得るようにしている。本

文の下ドラフトは法律事務所に意見を貰い、アタッチメントを私が作成す

る、といった事もしたことがある。

弁護士としての活躍(2)

弁護士としてミャンマーで活躍するためには、行政庁や立法府との人脈づく

りが何よりも重要になると思う。この国は、まだ人的関係を中心に回る面があ

り、人脈の有無・多寡により、物事を円滑に進められるか大きな差があると考え
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る。

また、ミャンマーに駐在して、ミャンマーでいわばボスのように振る舞って

居座るということが、重要とも思う。駐在していること自体がアセットであろ

う。

その他、ミャンマーは、法制度作りが進められている国である。法制度設計

の局面で、法律家が大いに活躍できるのではないだろうか。専門的な法律に関す

る知識が要求される局面が増えており、そうした専門分野に強い弁護士は重宝さ

れるものと思う。

汚職・賄賂について(3)

汚職や賄賂については、様々な局面で蔓延しているものと思う。

なお、日系ではない法律事務所においては、賄賂が必要な局面では、躊躇い

なく賄賂を活用し、その分も弁護士報酬に乗せていると聞く。
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７ JETRO へのヒアリング

ミャンマーでは、ヤンゴンに日本貿易振興機構（ JETRO）の駐在事務所が設けら

れ、現地で実務が行われている。また、JETRO では、無料法律相談に近いようなプ

ロジェクトもミャンマーで立ち上げられていると聞く。

そこで、JETRO ヤンゴン事務所を訪問し、ヒアリングを実施した。

JETRO の概要(1)

JETRO は、対日投資の促進と、海外進出・輸出の促進のため、国内及び海外

に拠点を設け、業務を行っている。JETRO の概要については、パンフレットを

参照されたい（次頁以降に抜粋して添付 6）。

JETRO ヤンゴン事務所(2)

ア JETRO ヤンゴン事務所の概要

ヤンゴン事務所は、1995 年ころに設置された。現在（ヒアリング実施時

点）、いわゆるプロパーの職員が 3 名、元商社のアドバイザーが 1 名、その

他民間企業からの出向者 2 名の合計 6 名で対応している。全員が、ミャン

マーに駐在している。また、JETRO からミャンマー政府機関である DICA に

1 名出向者を出している（これは、上記の人数には含めていない）。また、

経済産業省からの 1 名がさらに増員予定である。

所長は、ミラノ、アトランタ、ハノイ等の海外駐在経験が豊富であり、

企業進出支援を専門としている。

次長は、タイ等の海外経験があり、福岡等の国内事務所にも勤務してい

た。

当職（ヒアリング対象者）は、2012 年入社であり、研修生として、初め

て海外駐在となった。1 年間滞在する予定である。

                                                       
6 出典：「 JETRO 日本貿易振興機構（ JETRO）のご案内」。
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イ ヤンゴン事務所で提供するサービス

ヤンゴン事務所では、現在、主に次のようなサービス／事業を提供して

いる。

① ブリーフィングサービス

② プラットフォーム事業

③ 現地企業のリストアップ

④ ミニ調査サービス

⑤ 貸しオフィスサービス

⑥ 展示会・商談会等の開催

⑦ 調査・情報発信

⑧ 政府間協力事業

⑨ インターンシップ事業

⑩ 知的財産関係事業

⑪ 日本製品の試験販売事業

(ア ) ブリーフィングサービス

一般的な投資環境、企業情報等の情報提供である。相談には特段の費

用は必要とされない。2016 年 5 月の来訪者は 334 名であり、社数にす

ると 100 社程度である。下記のプラットフォーム事業は中小企業のみを

対象とするが、このサービスは大手企業も対象になる。

(イ ) プラットフォーム事業

2016 年 6 月から正式に開始した事業である。企業から相談を受け、

専門家による更なる相談等を必要と判断した場合には、税務会計総合事

務所（KMPG）、法律事務所（TMI）、又はコンサルタント（JSAT）へ

の相談をアレンジする。面談での 1 時間程度の無料相談か、メールによ

る相談を選択することができる。メールについては特段の制限は設けて

おらず、良識の範囲内でお願いしている。相談先は、JETRO が専門性

を鑑みて、選択する。サービス開始から面談時（2016 年 6 月 29 日）ま

で、7 件ほどの利用があったと記憶している。更なる調査や相談が必要

ということになれば、それぞれの相談先と個別に決めてもらっており、

JETRO は関与しない。

プラットフォーム事業についての詳細は、次ページの資料を参照され
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たい 7。

                                                       
7 出典：「ジェトロのサービス 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」 JETRO 日本貿易振

興機構（ジェトロ）。
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(ウ ) 現地企業のリストアップ

企業から相談を受け、現地の企業をリストアップするサービスであ

る。主に、ローカルパートナーを探す際等に活用される。

(エ ) ミニ調査サービス

企業から依頼を受けて、市場調査等について行うサービスである。

(オ ) 貸しオフィスサービス

ジェトロは、70 日間、2 回までの延長利用にて、最長 210 日間、ヤン

ゴンでの拠点を持たない日本企業に対して、オフィススペース（ビジネ

ス・サポートセンター）をレンタルしている。ビジネス・サポートセン

ターは、JETRO 事務所と同じヤンゴンのダウンタウンにある。使用率

は、3 部屋あるうち、常に 1 から 2 社が利用している状態である。詳細

については、添付資料を参照願いたい（次頁に必要部分抜粋 8）。

(カ ) 展示会・商談会等の開催

定期的に展示会や商談会等を開催している。

(キ ) 調査・情報発信

現地の調査を行い、情報発信を行っていく事業である。

(ク ) 政府間協力事業

ミャンマー政府からは、自国産業の発展が求められており、ミャン

マーに専門家を派遣して、産業レベルを向上させることを行っている。

農業や食品加工技術等の分野が多い。

                                                       
8 出典：「ジェトロ ビジネス・サポートセンター（BSC） 入居のご案内 BSC」日本貿易振興機

構（ジェトロ） ビジネス・サポートセンター（ヤンゴン）
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(ケ ) インターンシップ事業

2016 年度に実施された事業であり、翌年度以降の開催は未定であ

る。同事業では、日本の民間企業から、ミャンマーの現地企業や政府機

関等にインターンを派遣する。現地の動向が分かるほか、進出後のパー

トナー探し等にも役立つことが期待される。

(コ ) 知的財産関係事業

ミャンマーでは、市中に大量のコピー品が出回っているのが現状であ

る。そうした状況を改善するため、専門家に依頼して、具体的な事例を

元に、税関職員に対するセミナーを実施している。教育を担当する専門

家は、弁理士や特許庁職員等であるが、直近の資料では、弁護士はいな

い。

(サ ) 日本製品の試験販売事業

ミャンマーの地方都市に日本製品を試験販売して、需要や購買力等を

調査している。主に、洗剤、蚊帳及び文房具等が対象である。1,200 円

～1,300 円程度の高級シャンプーが売れたり、12-3 ドルほどの蚊帳（一

般に市中では 7，8 ドルで購入できる）も売れていた。

ウ 日系企業からの相談への対応

ヒアリング担当者がまず日系企業から来た相談の内容を確認し、内容に

応じて担当者に割り振るという対応をしている。

トラブルについての話を聞くこともあるが、ほとんどの相談は、ミャン

マー進出か事業拡大の相談が多い。また、事業規制の質問も多い。具体的な

規制内容については、弁護士等の専門家への相談を促すことになる。プラッ

トフォーム事業については、そうした局面で利用されている。

個人あるいは個人事業者レベルでの相談を受けることもある。

現地の法的安定性について(3)

JETRO が活動する上では、大使館の下で活動しており、法律面について不安

定さを感じる局面は少ない。

一方、民間の投資という局面においては、カントリーリスクは非常に高いと
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感じる。JETRO 職員としてタイやベトナムには関与した経験があるが、それら

の国と比較しても非常に高いと感じる。

在外公館の連携(4)

JICA とはセミナーを共催することがあるが、特定のプロジェクトにおいて共

同することは基本的にない。

大使館とは、日緬共同イニシアチブ等において協力している。

日本法弁護士の活用等について(5)

JETRO 内部には、弁護士は置いていない。

JETRO 内部において生じた法律的な問題については、原則として、JETRO と

して顧問契約を締結している外部の法律事務所に相談している。

ミャンマーについては、日本法弁護士の需要は、感覚としてあるように感じ

る。特に、ミャンマーへの参入時のサポートに必要になると思う。ミャンマーの

法律が非常に分かりづらいことも、弁護士の必要性を増す事情の一つと思う。

無資格のコンサルタントに比べて、日本法の弁護士の場合には、日本の法

律、制度や感覚と、ミャンマーのそれとの違いが言えるということが強みだと思

う。また、現在あるミャンマーでの法規制を前提に、今後の事業立案をすること

ができるということも大きな利点ではないだろうか。
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８ JICA へのヒアリング

JICA ヤンゴン事務所の概要(1)

ヤンゴンには、1970 年代に事務所が設けられた。

現在（ヒアリング実施時点）、ヤンゴン事務所には、日本人職員が 23 名、

ミャンマー人職員が 35 名勤務している。このうち、所長が 1 名、次長が 3 名で

ある。その他、ミャンマーの各省庁に派遣されている者、あるいは関係コンサル

等を含めると、300 名程度がミャンマーで勤務している。

ミャンマーでの JICA プロジェクト(2)

JICA がミャンマーで行っている事業は、大きく分けて、次の 3 種類に分けら

れる。これは、旧政権時代から続いている方針である。

① 貧困削減等のベーシックヒューマニズム関連事業

② 人材育成、制度整備事業

③ インフラ整備事業

ベーシックヒューマニズム関連事業としては、農業、保険、病院、医療等に

関する事業、少数民族及び少数民族居住地域への支援等である。

人材育成、制度整備事業としては、金融や証券取引所への人材派遣、日本セ

ンター（UMFCCI 内にオフィスがある）での研修、校長、初等教育支援、法整備

支援等である。法整備支援プロジェクトは、2013 年 11 月から動いている。

インフラ整備としては、ティラワ経済特区の整備支援、電力、浄水施設の整

備、道路の整備等である。

現在ミャンマーで動いている JICA のプロジェクト数は、おおむね次のとおり

である。

円借款プロジェクト 10 件以上

無償案件 10 件以上

技術協力 30 件程度

法整備支援(3)

法整備支援プロジェクトとして、現在、司法長官府（UAGO）に 1 名の日本の
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弁護士有資格者 9が駐在し、UAGO に対し様々な協力・支援を行っている 10。

JICA の理念として、一方的に法律案を押し付けるようなことはせず、現地職

員に対する教育を通して現地職員の能力を向上し、その結果、現地が主体となっ

て行う法律の起草に協力する、ということを目指している。すなわち、能力向上

が支援の基本となっている。

しかし、JICA のやり方とは異なり、他国の法律を輸入する形で法律案をドラ

フトし、これをミャンマー側に導入させようとする機関も存在している。現在進

められている新会社法等は、そのような形で進められていると聞く。

現在、JICA が関与して進められている法令の起草としては、倒産法が挙げら

れる。ただし、アジア開発銀行（ADB）でも関与しているようであり、どのよう

に起草を進めていくのかやや曖昧である。

日本の法曹有資格者の活用(4)

日本の法曹有資格者としては、上記法整備支援プロジェクトに関与していく

という形で、活躍の場があると考える。現在、UAGO に駐在している弁護士は、

元々JICA の職員として勤務していたが、そうしたプロパー職員ではなく契約職

員として起用することもあり得る。ただし、上記でも触れたとおり、ミャンマー

の法整備については、各国・国際機関がそれを競争して取り合っている状況にあ

る。日本の法曹有資格者が活躍するためには、まず JICA あるいはその他の日本

の政府機関がロビーイングをして、起草作業への関与を獲得しなければならない

だろう。

また、 JICA として、法整備支援の一環として、外部弁護士に委託して、

UAGO 職員へのセミナーや研修等を実施することがある。実際、契約の審査に関

わる研修を、ヤンゴンで駐在している弁護士に依頼し、実施する予定である。

その他、JICA も現地職員を雇っており、労務管理等で日本法弁護士を活用す

ることはある。

日本企業にとってのミャンマー投資(5)

ミャンマーへの投資において、大きな障害は、インフラの整備が非常に遅れ

ている点であろう。頻繁に停電が起きる等電力需要は慢性的に不足しており、そ

                                                       
9 元々、日本の外資系法律事務所等で勤務を行っていたが、留学を契機として JICA の専門員とな

り、その後にミャンマーへの長期専門家として派遣された。

10 後述のとおり、その後に当職は UAGO も訪問し、法整備支援プロジェクトとして駐在している法
曹有資格者に対し、ヒアリングを行っている。当該ヒアリング時点において、日本の検察官も駐

在している。
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の結果、重工業が入りにくい状況が続いている。

また、人材不足も指摘できる。元々、低賃金による低コスト化が魅力の国で

あったが、優秀な人材の数は限られている。そのため、優秀な人材の給料は、吊

り上がってきている。

現地の法的安定性(6)

法的安定性は、ほぼない状況である。

また、ミャンマー側は、特別法ばかりを見ていて、もっと重要な基本法を軽

視している、あるいは見過ごしている傾向がうかがえる。ミャンマー側は、特別

法で様々な状況の改善を図ろうとするが、小手先の対応に過ぎず、基本法から見

直していく必要があると思う。しかし、省庁側が本腰を入れて直していくケース

はあまり多くない。

在外公館間の連携(7)

JICA は、大使館のアネックスとしての位置づけで活動している。それゆえ、

様々な事業で大使館とは密に連携を取っている。月に一度は協議の機会がある。

JETRO との連携は、商工会やセミナー等で連携することがあり得るが、それ

ほど密に連携を取っているという訳ではない。
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９ 司法長官府（UAGO）内 JICA 法整備支援アドバイザーへのヒアリング

ミャンマーでは、JICA の法整備支援プロジェクトの一環として、アドバイザー2

名が司法長官府（UAGO）に駐在し、各種の法整備支援に当たっている。そこで、ネ

ピドーにある UAGO オフィスを訪問し、両名からのヒアリングを実施した。ヒアリ

ングの内容は、以下のとおりである。

経緯(1)

ミャンマーでは、2011 年に民主化されたことに伴い、日本からの経済制裁も

2011 年夏に緩和した。

テイン・セイン元大統領と日本の野田元首相が会談した結果、各分野におい

てミャンマーに支援をする旨の共同プレスステートメントが発表された。かかる

支援について法務省としての支援として、2013 年 8 月に Record of Discussion が

締結され、2014 年から法整備支援プロジェクトが開始された。

2014 年 1 月に弁護士が派遣され、同年 5 月には検察官が派遣された。

フェーズ 1 は 3 年間の予定であったが、1 年半延長され、2018 年 5 月末を

もって終了する。

法整備支援に関する経緯については、国際協力部が発行しているパンフレッ

トのミャンマーに関する該当ページも参考にされたい（次ページ添付 11）。

アドバイザーの背景(2)

アドバイザーは現在 2 名が駐在している。1 名が弁護士であり、JICA の専門

員として勤務していたが、法整備支援プロジェクトが開始された時に、ミャン

マー駐在のアドバイザーとなった。もう 1 名は、検察官であり、前任者が帰国後

になかなか現地駐在ができず長引いたが、2016 年 12 月からようやく駐在を開始

した。

                                                       
11 出典：「 International Cooperation Department, Research and Training Institute, Ministry of Justice」法

務省総合研究所国際協力部。
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UAGOで行っている業務(3)

業務としては、現地職員の法教育が主となってくる。ミャンマー側職員を含

め 10 人程度でワーキンググループを組んで、法整備について議論を重ねる。

ミャンマー側職員を日本に派遣する本邦研修をまず行い、その上で現地セミナー

を開催する。

近いところでは、知的財産法に関する現地セミナーを開催する予定である。

明治大学の熊谷教授、森・濱田松本法律事務所の熊谷弁護士、長嶋・大野・常松

法律事務所の三村弁護士が登壇する予定である。

倒産法についての本邦研修も検討中である。

法令起草への関与(4)

法令起草への関与については、各国の陣取り合戦の様相を呈している。各国

が

日本の利益を打ち出していくためには、JICA という枠組みでは限界がある。

JICA は日本の国益のみを代弁する機関ではないため、中立性を求められる局面

が多い。日本企業の投資にとって利用しやすいものとするためには、日本の国益

を代弁する形で法整備支援に関与していくことも必要と考えている。

また、ミャンマー法曹界のコモン・ローに対する矜持といかに向き合ってい

くかが、今後の課題である。実態としては、制定法を法源として捉えるシビル・

ロー的であるが、法曹界にはコモン・ローに対する憧憬があり、コモン・ロー国

出身の専門家の意見を受け入れやすい傾向がある。シビル・ロー国家である日本

にはハンデがあり、向き合い方を考えなければならない。

トップダウン型の意思決定が多く、現地職員の教育だけでは、現実の法整備

につながりにくい状況がある。JICA の従来型の法整備支援が通用しにくい側面

がある。トップに対するロビーイングに長けた国際機関により起草作業が進めら

れやすい現実がある。また、現地職員を教育しても、現地職員が起草作業まで手

掛けられるようになることは極めて稀と感じる。したがって、これからは、たた

き台としての草案を条文形式で作成し、現地側の意見をもらうという作業で進め

ていこうと考えている。

法整備支援の今後(5)

現在は、弁護士と検察官の 2 名体制で支援事業に取り組んでいるが、できれ

ば 3人体制にしたいと考えている。

希望としては、裁判官であり、これによって法曹三者が揃うことになる。も
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し裁判官が難しいようであれば、弁護士になるだろう。

フェーズ 1は 2018年 5月をもって終了するが、引き続きフェーズ 2へ移行し

たいと考えている。

法令調査(6)

法令調査については、法整備支援の関係で各法律事務所に作成を依頼してき

た報告書を参考にしている。条文を読んで理解できなかった箇所については、

ミャンマーの法律家に聞くという流れで調査する。

日本法弁護士に望むこと(7)

ミャンマーで活躍する日本法弁護士と我々専門家の間での意思疎通が十分で

はないように思う。ヤンゴンとネピドーという物理的距離があるため、やむを得

ない面もあるが、もっと我々専門家と話す機会を設けてほしいと思っている。

以  上


